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＜障がい福祉サービスの利用の流れ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①相談・申請 
利用したい施設やサービスについて、実際に施設の見学に行き、施設を選び、佐野市

役所障がい福祉課に申請をします。 
相談については、障がい者相談支援センターみどり、相談支援事業所さの、障がい福

祉課で受け付けています。 
 サービスを利用するために必要なサービス等利用計画（利用計画）を作る事業所を
選びます。 

②調査 

障害支援区分調査︓心身の状況を判定するため８０項目の調査を受けます。 
※佐野市から委託を受けた調査員が連絡をしてから伺います。 

＜介護給付＞生活介護、短期入所、施設
入所、居宅介護 

＜訓練等給付＞就労移行支援、就労継続支
援 A,B、自立訓練、共同生活援助 

サービス等利用計画案の作成し、佐野市に提出します。（計画作成事業所が提出
する場合もあります） ④支給決定 

利用計画案をもとに、支給決定通知書、「受給者証」が交付されます。 

⑤契約・利用
開始 

サービスを受ける事業所と契約をし、利用となります。 
利用計画および事業所ごとの計画をもとに福祉サービスの利用が始まります。 

サービス利用計画の作成・提出 

介護給付と共同生活援助で身体介護が必要な場合は、調査と医
師の意見書をもとに、市の審査会で区分判定を行います。 

※サービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために、一定期間を定めて「モニタリング」（計画の見直し）が実施さ 
れます。実施期間は利用者の状況や利用しているサービスの内容等によって、佐野市が定める期間ごとに行われ 

ます。 

※利用計画は、セルフプランも認めています。利用者本人の意向や課題、目標達成時期、サービスの種類・内容・

量を満たしていれば独自の様式でもかまいません。セルフプラン用の佐野市様式もあります。 

③障害支援区
分の認定 


